
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
二
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
元
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働

省
関
係
告
示
の
整
理
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
三
年
七
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
理
に
関
す
る
告
示

（
放
射
性
物
質
の
数
量
等
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

放
射
性
物
質
の
数
量
等
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表

の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
放
射
線
障
害
防
止
に
関
す
る
規
制
の
適
用
除
外
に
係
る
放
射
性
物
質
の
数

（
放
射
線
障
害
防
止
に
関
す
る
規
制
の
適
用
除
外
に
係
る
放
射
性
物
質
の
数

量
又
は
濃
度
）

量
又
は
濃
度
）

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
一
条
第
五

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
一
条
第
五

項
第
七
号
、
第
二
十
五
条
第
二
項
第
七
号
及
び
第
三
十
六
条
第
三
項
第
四
号

項
第
七
号
、
第
二
十
五
条
第
二
項
第
七
号
及
び
第
三
十
五
条
第
二
項
第
五
号

、
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
。
以
下
「
設

、
薬
局
等
構
造
設
備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
。
以
下
「
設

備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
九
条
第
一
項
第

備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
九
条
第
一
項
第

二
号
ヘ
た
だ
し
書
及
び
第
四
号
ニ
た
だ
し
書
並
び
に
同
条
第
二
項
、
医
療
機

二
号
ヘ
た
だ
し
書
及
び
第
四
号
ニ
た
だ
し
書
並
び
に
同
条
第
二
項
、
医
療
機

器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る

器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る

省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
九
号
。
以
下
「
製
造
管
理
等

省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
九
号
。
以
下
「
製
造
管
理
等

基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
ヘ
た
だ
し
書
及
び
第
四

基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
ヘ
た
だ
し
書
及
び
第
四

号
ニ
た
だ
し
書
並
び
に
同
条
第
三
項
並
び
に
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取

号
ニ
た
だ
し
書
並
び
に
同
条
第
三
項
並
び
に
放
射
性
医
薬
品
の
製
造
及
び
取

扱
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
。
以
下
「
製
造
及
び
取
扱
規
則

扱
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
。
以
下
「
製
造
及
び
取
扱
規
則

」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
第
三
項
第
四
号
た
だ
し
書
及
び
第
十
四
条
に
規

」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
第
三
項
第
四
号
た
だ
し
書
及
び
第
十
四
条
に
規

定
す
る
数
量
又
は
濃
度
は
、
次
に
掲
げ
る
数
量
又
は
濃
度
と
す
る
。

定
す
る
数
量
又
は
濃
度
は
、
次
に
掲
げ
る
数
量
又
は
濃
度
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



（
生
物
学
的
製
剤
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

生
物
学
的
製
剤
基
準
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。



（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分）

改

正

後

改

正

前

通
則

通
則

１
～
4
0
（
略
）

１
～
4
0
（
略
）

4
1
各
条
医
薬
品
に
つ
い
て
の
法
第
5
2
条
第
２
項
第
４
号
の
規
定
に
よ
る
品
質
4
1
各
条
医
薬
品
に
つ
い
て
の
法
第
5
2
条
第
４
号
の
規
定
に
よ
る
添
付
文
書
等

，
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
連
す
る
事
項
と
し
て
記
載
す
る
よ
う
に
定
め
ら

の
記
載
事
項
は
，
医
薬
品
に
保
存
剤
及
び
安
定
剤
を
使
用
し
た
場
合
は
，
そ

れ
た
事
項
並
び
に
法
第
6
8
条
の
２
第
２
項
第
１
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
品
質
，

の
名
称
及
び
分
量
と
す
る
．

有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
連
す
る
事
項
と
し
て
公
表
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ

た
事
項
（
以
下
「
添
付
文
書
等
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
は
，
医
薬
品
に
保

存
剤
及
び
安
定
剤
を
使
用
し
た
場
合
は
，
そ
の
名
称
及
び
分
量
と
す
る
．

4
2
～
4
5
（
略
）

4
2
～
4
5
（
略
）

医
薬
品
各
条

医
薬
品
各
条

（
略
）

（
略
）

人
全
血
液

人
全
血
液

１
～
５
．
１

（
略
）

１
～
５
．
１

（
略
）

５
．
２

交
差
適
合
試
験
用
血
液
（
セ
グ
メ
ン
ト
チ
ュ
ー
ブ
）
の
表
示
事
項

５
．
２

交
差
適
合
試
験
用
血
液
（
セ
グ
メ
ン
ト
チ
ュ
ー
ブ
）
の
表
示
事
項

１
．
（
略
）

１
．
（
略
）

２
．
血
液
保
存
液
の
名
称
は
，
添
付
文
書
へ
の
記
載
又
は
注
意
事
項
等
情
報

２
．
血
液
保
存
液
の
名
称
は
，
添
付
文
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と

と
し
て
の
公
表
（
以
下
「
添
付
文
書
へ
の
記
載
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ

が
で
き
る
．

て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
．

人
赤
血
球
液

人
赤
血
球
液

１
～
５
．
１

（
略
）

１
～
５
．
１

（
略
）

５
．
２

交
差
適
合
試
験
用
血
液
（
セ
グ
メ
ン
ト
チ
ュ
ー
ブ
）
の
表
示
事
項

５
．
２

交
差
適
合
試
験
用
血
液
（
セ
グ
メ
ン
ト
チ
ュ
ー
ブ
）
の
表
示
事
項

１
．
（
略
）

１
．
（
略
）

２
．
血
液
保
存
液
の
名
称
は
，
添
付
文
書
へ
の
記
載
等
を
も
っ
て
代
え
る
こ

２
．
血
液
保
存
液
の
名
称
は
，
添
付
文
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と

と
が
で
き
る
．

が
で
き
る
．

（
略
）

（
略
）

解
凍
人
赤
血
球
液

解
凍
人
赤
血
球
液

１
～
５
．
１

（
略
）

１
～
５
．
１

（
略
）



５
．
２

交
差
適
合
試
験
用
血
液
（
セ
グ
メ
ン
ト
チ
ュ
ー
ブ
）
の
表
示
事
項

５
．
２

交
差
適
合
試
験
用
血
液
（
セ
グ
メ
ン
ト
チ
ュ
ー
ブ
）
の
表
示
事
項

１
．
（
略
）

１
．
（
略
）

２
．
赤
血
球
保
存
用
添
加
液
を
混
和
し
た
場
合
に
は
，
そ
の
名
称
は
，
添
付

２
．
赤
血
球
保
存
用
添
加
液
を
混
和
し
た
場
合
に
は
，
そ
の
名
称
は
，
添
付

文
書
へ
の
記
載
等
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
．

文
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
．

新
鮮
凍
結
人
血
漿

新
鮮
凍
結
人
血
漿

し
よ
う

し
よ
う

１
～
５
．
１

（
略
）

１
～
５
．
１

（
略
）

５
．
２

交
差
適
合
試
験
用
血
漿
（
セ
グ
メ
ン
ト
チ
ュ
ー
ブ
）
の
表
示
事
項

５
．
２

交
差
適
合
試
験
用
血
漿
（
セ
グ
メ
ン
ト
チ
ュ
ー
ブ
）
の
表
示
事
項

し
よ
う

し
よ
う

１
．
（
略
）

１
．
（
略
）

２
．
血
液
保
存
液
の
名
称
は
，
添
付
文
書
へ
の
記
載
等
を
も
っ
て
代
え
る
こ

２
．
血
液
保
存
液
の
名
称
は
，
添
付
文
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と

と
が
で
き
る
．

が
で
き
る
．

人
血
小
板
濃
厚
液

人
血
小
板
濃
厚
液

１
～
５
．
１

（
略
）

１
～
５
．
１

（
略
）

５
．
２

交
差
適
合
試
験
用
血
漿
（
セ
グ
メ
ン
ト
チ
ュ
ー
ブ
）
の
表
示
事
項

５
．
２

交
差
適
合
試
験
用
血
漿
（
セ
グ
メ
ン
ト
チ
ュ
ー
ブ
）
の
表
示
事
項

し
よ
う

し
よ
う

１
．
（
略
）

１
．
（
略
）

２
．
血
液
保
存
液
の
名
称
は
，
添
付
文
書
へ
の
記
載
等
を
も
っ
て
代
え
る
こ

２
．
血
液
保
存
液
の
名
称
は
，
添
付
文
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と

と
が
で
き
る
．

が
で
き
る
．



（
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品
等
の
一
部
改
正
）

第
三
条

保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百

九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

五

告
示
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品

五

告
示
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品

イ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
第
十
五
項
（
同
法
第
十
九
条
の
二
第

イ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
同
法
第
十
九
条
の
二
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
事
項
（

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
事
項
（

用
法
、
用
量
、
効
能
又
は
効
果
に
限
る
。
）
の
一
部
変
更
の
承
認
（
以
下

用
法
、
用
量
、
効
能
又
は
効
果
に
限
る
。
）
の
一
部
変
更
の
承
認
（
以
下

「
医
薬
品
一
部
変
更
承
認
」
と
い
う
。
）
の
申
請
（
申
請
書
に
添
付
し
な

「
医
薬
品
一
部
変
更
承
認
」
と
い
う
。
）
の
申
請
（
申
請
書
に
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
項
が
医
学
薬
学

け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
項
が
医
学
薬
学

上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
資
料
の
添
付
を
必
要
と
し
な

上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
資
料
の
添
付
を
必
要
と
し
な

い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
依
頼
し
て
実
施
さ
れ

い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
依
頼
し
て
実
施
さ
れ

た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
添
付
を
省
略
し
て
行
わ
れ
る

た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
添
付
を
省
略
し
て
行
わ
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
薬
事

も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
薬
事

・
食
品
衛
生
審
議
会
（
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十

・
食
品
衛
生
審
議
会
（
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十

七
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
を
い
う
。
第
七

七
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
を
い
う
。
第
七

号
の
二
イ
及
び
第
七
号
の
五
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
事
前
の
評
価
を
開

号
の
二
イ
及
び
第
七
号
の
五
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
事
前
の
評
価
を
開

始
し
た
医
薬
品
（
当
該
評
価
が
終
了
し
た
も
の
を
除
く
。
）

始
し
た
医
薬
品
（
当
該
評
価
が
終
了
し
た
も
の
を
除
く
。
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

七
の
五

告
示
第
一
条
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

七
の
五

告
示
第
一
条
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
再
生
医
療
等
製
品

る
再
生
医
療
等
製
品

イ

保
険
適
用
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機

イ

保
険
適
用
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機

器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七

器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
事
項

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
事
項
（

（
用
法
、
用
量
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
又
は
性
能
に
限
る
。
）
の
一

用
法
、
用
量
、
使
用
方
法
、
効
能
、
効
果
又
は
性
能
に
限
る
。
）
の
一
部

部
変
更
の
承
認
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
一
部
変
更
承
認
」
と
い
う
。

変
更
の
承
認
（
以
下
「
再
生
医
療
等
製
品
一
部
変
更
承
認
」
と
い
う
。
）

）
の
申
請
（
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
当

の
申
請
（
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
当
該

該
申
請
に
係
る
事
項
が
医
学
薬
学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ

申
請
に
係
る
事
項
が
医
学
薬
学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の

の
他
資
料
の
添
付
を
必
要
と
し
な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

他
資
料
の
添
付
を
必
要
と
し
な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

、
申
請
者
が
依
頼
し
て
実
施
さ
れ
た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資

申
請
者
が
依
頼
し
て
実
施
さ
れ
た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料



料
の
添
付
を
省
略
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
が
適
当

の
添
付
を
省
略
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
が
適
当
と

と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
が
事
前
の
評
価
を

認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
が
事
前
の
評
価
を
開

開
始
し
た
も
の

始
し
た
も
の

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）



（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
第
一

号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
第
一
類
医
薬
品
及
び
第
二
類
医
薬
品
の
一
部
改
正
）

第
四
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
第
一
類
医
薬
品
及
び
第
二
類
医
薬
品
（
平
成
十

九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
第
一

法
律
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
第
一
類
医
薬
品

働
大
臣
が
指
定
す
る
第
一
類
医
薬
品
及
び
第
二
類
医
薬
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

及
び
第
二
類
医
薬
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
類
医
薬
品

一

第
一
類
医
薬
品

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

ロ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
十
一
項
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ

関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
九
項
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
、

、
同
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
造
販
売
の
承
認
の

同
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
造
販
売
の
承
認
の
条

条
件
（
以
下
「
承
認
条
件
」
と
い
う
。
）
と
し
て
当
該
承
認
を
受
け
た

件
（
以
下
「
承
認
条
件
」
と
い
う
。
）
と
し
て
当
該
承
認
を
受
け
た
者

者
に
対
し
製
造
販
売
後
の
安
全
性
に
関
す
る
調
査
を
実
施
す
る
義
務
（

に
対
し
製
造
販
売
後
の
安
全
性
に
関
す
る
調
査
を
実
施
す
る
義
務
（
以

以
下
「
調
査
義
務
」
と
い
う
。
）
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
そ
の

下
「
調
査
義
務
」
と
い
う
。
）
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
そ
の
製

製
造
販
売
の
承
認
の
あ
っ
た
日
後
調
査
期
間
（
承
認
条
件
と
し
て
付
さ

造
販
売
の
承
認
の
あ
っ
た
日
後
調
査
期
間
（
承
認
条
件
と
し
て
付
さ
れ

れ
た
調
査
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
経
過
し
て
い
る
も
の
を
除

た
調
査
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
経
過
し
て
い
る
も
の
を
除
く

く
。
）
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
が
同
一

。
）
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
が
同
一
性

性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
調
査
義
務
が
課
せ
ら

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
調
査
義
務
が
課
せ
ら
れ

れ
て
い
る
医
薬
品
の
う
ち
、
調
査
期
間
に
一
年
を
加
え
た
期
間
を
経
過

て
い
る
医
薬
品
の
う
ち
、
調
査
期
間
に
一
年
を
加
え
た
期
間
を
経
過
し

し
て
い
な
い
も
の

て
い
な
い
も
の

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）



（
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。



（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一

別
表
第
一

医
科
診
療
報
酬
点
数
表

医
科
診
療
報
酬
点
数
表

［
目
次
］

（
略
）

［
目
次
］

（
略
）

第
１
章

基
本
診
療
料

第
１
章

基
本
診
療
料

第
１
部

初
・
再
診
料

第
１
部

初
・
再
診
料

通
則

通
則

１
～
３

（
略
）

１
～
３

（
略
）

第
１
節

初
診
料

第
１
節

初
診
料

区
分

区
分

Ａ
０
０
０

初
診
料

2
8
8
点

Ａ
０
０
０

初
診
料

2
8
8
点

注
１
～
３

（
略
）

注
１
～
３

（
略
）

４
医
療
用
医
薬
品
の
取
引
価
格
の
妥
結
率
（
当
該
保

４
医
療
用
医
薬
品
の
取
引
価
格
の
妥
結
率
（
当
該
保

険
医
療
機
関
に
お
い
て
購
入
さ
れ
た
使
用
薬
剤
の
薬

険
医
療
機
関
に
お
い
て
購
入
さ
れ
た
使
用
薬
剤
の
薬

価
（
薬
価
基
準
）
（
平
成
2
0
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
6

価
（
薬
価
基
準
）
（
平
成
2
0
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
6

0
号
。
以
下
「
薬
価
基
準
」
と
い
う
。
）
に
収
載
さ
れ

0
号
。
以
下
「
薬
価
基
準
」
と
い
う
。
）
に
収
載
さ
れ

て
い
る
医
療
用
医
薬
品
の
薬
価
総
額
（
各
医
療
用
医

て
い
る
医
療
用
医
薬
品
の
薬
価
総
額
（
各
医
療
用
医

薬
品
の
規
格
単
位
数
量
に
薬
価
を
乗
じ
た
価
格
を
合

薬
品
の
規
格
単
位
数
量
に
薬
価
を
乗
じ
た
価
格
を
合

算
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
占
め
る
卸

算
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
占
め
る
卸

売
販
売
業
者
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

売
販
売
業
者
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
3

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
3

5
年
法
律
第
1
4
5
号
）
第
3
4
条
第
５
項
に
規
定
す
る
卸

5
年
法
律
第
1
4
5
号
）
第
3
4
条
第
３
項
に
規
定
す
る
卸

売
販
売
業
者
を
い
う
。
）
と
当
該
保
険
医
療
機
関
と

売
販
売
業
者
を
い
う
。
）
と
当
該
保
険
医
療
機
関
と

の
間
で
の
取
引
価
格
が
定
め
ら
れ
た
薬
価
基
準
に
収

の
間
で
の
取
引
価
格
が
定
め
ら
れ
た
薬
価
基
準
に
収

載
さ
れ
て
い
る
医
療
用
医
薬
品
の
薬
価
総
額
の
割
合

載
さ
れ
て
い
る
医
療
用
医
薬
品
の
薬
価
総
額
の
割
合

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
て
別
に
厚
生
労
働

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
て
別
に
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
を
満
た
す
保
険
医
療
機
関

大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
を
満
た
す
保
険
医
療
機
関



（
許
可
病
床
数
が
2
0
0
床
以
上
で
あ
る
病
院
に
限
る
。

（
許
可
病
床
数
が
2
0
0
床
以
上
で
あ
る
病
院
に
限
る
。

）
に
お
い
て
初
診
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
注
１
の
規

）
に
お
い
て
初
診
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
注
１
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
妥
結
率
初
診
料
と
し
て
、
2

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
妥
結
率
初
診
料
と
し
て
、
2

1
4
点
を
算
定
す
る
。

1
4
点
を
算
定
す
る
。

５
～
1
0
（
略
）

５
～
1
0
（
略
）

第
２
節

（
略
）

第
２
節

（
略
）

第
２
部

（
略
）

第
２
部

（
略
）

第
２
章
～
第
４
章

（
略
）

第
２
章
～
第
４
章

（
略
）



（
基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の
一
部
改
正
）

第
六
条

基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に

改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三

初
・
再
診
料
の
施
設
基
準
等

第
三

初
・
再
診
料
の
施
設
基
準
等

一

（
略
）

一

（
略
）

一
の
二

医
科
初
診
料
の
特
定
妥
結
率
初
診
料
、
医
科
再
診
料
の
特
定
妥
結

一
の
二

医
科
初
診
料
の
特
定
妥
結
率
初
診
料
、
医
科
再
診
料
の
特
定
妥
結

率
再
診
料
及
び
外
来
診
療
料
の
特
定
妥
結
率
外
来
診
療
料
の
施
設
基
準

率
再
診
料
及
び
外
来
診
療
料
の
特
定
妥
結
率
外
来
診
療
料
の
施
設
基
準

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
け
る
医
療
用
医
薬
品
の
取
引
価
格
の
妥
結

⑵

当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
け
る
医
療
用
医
薬
品
の
取
引
価
格
の
妥
結

率
、
単
品
単
価
契
約
率
（
卸
売
販
売
業
者
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の

率
、
単
品
単
価
契
約
率
（
卸
売
販
売
業
者
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五

年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売

年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売

業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
当
該
保
険
医
療
機
関
と
の
間
で
取
引

業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
当
該
保
険
医
療
機
関
と
の
間
で
取
引

さ
れ
た
医
療
用
医
薬
品
に
係
る
契
約
に
占
め
る
、
品
目
ご
と
に
医
療
用

さ
れ
た
医
療
用
医
薬
品
に
係
る
契
約
に
占
め
る
、
品
目
ご
と
に
医
療
用

医
薬
品
の
価
値
を
踏
ま
え
て
価
格
を
決
定
し
た
契
約
の
割
合
を
い
う
。

医
薬
品
の
価
値
を
踏
ま
え
て
価
格
を
決
定
し
た
契
約
の
割
合
を
い
う
。

）
及
び
一
律
値
引
き
契
約
（
卸
売
販
売
業
者
と
当
該
保
険
医
療
機
関
と

）
及
び
一
律
値
引
き
契
約
（
卸
売
販
売
業
者
と
当
該
保
険
医
療
機
関
と

の
間
で
取
引
価
格
が
定
め
ら
れ
た
医
療
用
医
薬
品
の
う
ち
、
一
定
割
合

の
間
で
取
引
価
格
が
定
め
ら
れ
た
医
療
用
医
薬
品
の
う
ち
、
一
定
割
合

以
上
の
医
療
用
医
薬
品
に
つ
い
て
総
価
額
で
交
渉
し
、
総
価
額
に
見
合

以
上
の
医
療
用
医
薬
品
に
つ
い
て
総
価
額
で
交
渉
し
、
総
価
額
に
見
合

う
よ
う
当
該
医
療
用
医
薬
品
の
単
価
を
同
一
の
割
合
で
値
引
き
す
る
こ

う
よ
う
当
該
医
療
用
医
薬
品
の
単
価
を
同
一
の
割
合
で
値
引
き
す
る
こ

と
を
合
意
し
た
契
約
を
い
う
。
）
に
係
る
状
況
に
つ
い
て
、
地
方
厚
生

と
を
合
意
し
た
契
約
を
い
う
。
）
に
係
る
状
況
に
つ
い
て
、
地
方
厚
生

局
長
等
に
報
告
し
て
い
な
い
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

局
長
等
に
報
告
し
て
い
な
い
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。

二
～
十
一

（
略
）

二
～
十
一

（
略
）



（
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の
一
部
改
正
）

第
七
条

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に

改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
十
五

調
剤

第
十
五

調
剤

一
～
二
の
二

（
略
）

一
～
二
の
二

（
略
）

三

調
剤
基
本
料
の
注
４
に
規
定
す
る
保
険
薬
局

三

調
剤
基
本
料
の
注
４
に
規
定
す
る
保
険
薬
局

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
保
険
薬
局
で
あ
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
保
険
薬
局
で
あ
る
こ
と
。

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

当
該
保
険
薬
局
に
お
け
る
医
療
用
医
薬
品
の
取
引
価
格
の
妥
結
率
、

⑵

当
該
保
険
薬
局
に
お
け
る
医
療
用
医
薬
品
の
取
引
価
格
の
妥
結
率
、

単
品
単
価
契
約
率
（
卸
売
販
売
業
者
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質

単
品
単
価
契
約
率
（
卸
売
販
売
業
者
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質

、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法

、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者

律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
当
該
保
険
薬
局
と
の
間
で
取
引
さ
れ
た
医

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
当
該
保
険
薬
局
と
の
間
で
取
引
さ
れ
た
医

療
用
医
薬
品
に
係
る
契
約
に
占
め
る
、
品
目
ご
と
に
医
療
用
医
薬
品
の

療
用
医
薬
品
に
係
る
契
約
に
占
め
る
、
品
目
ご
と
に
医
療
用
医
薬
品
の

価
値
を
踏
ま
え
て
価
格
を
決
定
し
た
契
約
の
割
合
を
い
う
。
）
及
び
一

価
値
を
踏
ま
え
て
価
格
を
決
定
し
た
契
約
の
割
合
を
い
う
。
）
及
び
一

律
値
引
き
契
約
（
卸
売
販
売
業
者
と
当
該
保
険
薬
局
と
の
間
で
取
引
価

律
値
引
き
契
約
（
卸
売
販
売
業
者
と
当
該
保
険
薬
局
と
の
間
で
取
引
価

格
が
定
め
ら
れ
た
医
療
用
医
薬
品
の
う
ち
、
一
定
割
合
以
上
の
医
療
用

格
が
定
め
ら
れ
た
医
療
用
医
薬
品
の
う
ち
、
一
定
割
合
以
上
の
医
療
用

医
薬
品
に
つ
い
て
総
価
額
で
交
渉
し
、
総
価
額
に
見
合
う
よ
う
当
該
医

医
薬
品
に
つ
い
て
総
価
額
で
交
渉
し
、
総
価
額
に
見
合
う
よ
う
当
該
医

療
用
医
薬
品
の
単
価
を
同
一
の
割
合
で
値
引
き
す
る
こ
と
を
合
意
し
た

療
用
医
薬
品
の
単
価
を
同
一
の
割
合
で
値
引
き
す
る
こ
と
を
合
意
し
た

契
約
を
い
う
。
）
に
係
る
状
況
に
つ
い
て
、
地
方
厚
生
局
長
等
に
報
告

契
約
を
い
う
。
）
に
係
る
状
況
に
つ
い
て
、
地
方
厚
生
局
長
等
に
報
告

し
て
い
な
い
保
険
薬
局
で
あ
る
こ
と
。

し
て
い
な
い
保
険
薬
局
で
あ
る
こ
と
。

⑶

（
略
）

⑶

（
略
）

四
～
十
三

（
略
）

四
～
十
三

（
略
）



（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
第
七
条
第
一
項

第
二
号
イ

及
び

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
一
部
改
正
）

(15)

(22)

第
八
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
第
七
条
第

一
項
第
二
号
イ

及
び

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百

(15)

(22)

二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
関
係
手
数
料
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
九
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
二

法
律
関
係
手
数
料
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
九
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
二

号
イ

及
び

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各

号
イ

及
び

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各

(15)

(22)

(15)

(22)

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
般
用
漢
方
処
方
に
関
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

二

一
般
用
漢
方
処
方
に
関
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
（
同
条
第
十
五
項
及
び
第
十
九
条
の
二

五
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
（
同
条
第
十
三
項
及
び
第
十
九
条
の
二

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
査
に
係
る
基
準

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
査
に
係
る
基
準



（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
第
一
項
第
五
号
の
規

定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
の
一
部
改
正
）

第
九
条

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。









































（
放
射
性
医
薬
品
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
条

放
射
性
医
薬
品
基
準
（
平
成
二
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。



（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分）

改

正

後

改

正

前

第
１

通
則

第
１

通
則

１
～
3
2
（
略
）

１
～
3
2
（
略
）

3
3
各
条
医
薬
品
に
つ
い
て
の
法
第
5
2
条
第
２
項
第
４
号
の
規
定
に
よ
る
品
質
、
有
効
性
及
3
3
各
条
医
薬
品
に
つ
い
て
の
法
第
5
2
条
第
１
項
第
４
号
の
規
定
に
よ
る
添
付
文
書
等
の
記

び
安
全
性
に
関
連
す
る
事
項
と
し
て
記
載
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
事
項
及
び
法
第
6
8
条

載
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
２
第
２
項
第
１
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
連
す
る
事
項
と

し
て
公
表
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
（
略
）

⑴
（
略
）

⑵
第
２

製
剤
総
則
又
は
第
４

医
薬
品
各
条
に
お
い
て
記
載
事
項
又
は
公
表
事
項
と

⑵
第
２

製
剤
総
則
又
は
第
４

医
薬
品
各
条
に
お
い
て
添
付
文
書
等
の
記
載
事
項
と

し
て
定
め
ら
れ
た
事
項

し
て
定
め
ら
れ
た
事
項

第
２

製
剤
総
則

第
２

製
剤
総
則

［
１
］
（
略
）

［
１
］
（
略
）

［
２
］
製
剤
各
条

［
２
］
製
剤
各
条

１
～
４

（
略
）

１
～
４

（
略
）

５
注
射
剤

５
注
射
剤

⑴
～

(18)
（
略
）

⑴
～

(18)
（
略
）

(19)
本
剤
は
、
別
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
事
項
を
こ
れ
に
添
付
す
る
文
書
若

(19)
本
剤
は
、
こ
れ
に
添
付
す
る
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
、
別
に
規
定
す

し
く
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
記
載
又
は
注
意
事
項
等
情
報
と
し
て
公
表
す

る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
。

る
。

(ⅰ
)～

(ⅲ
)
（
略
）

(ⅰ
)～

(ⅲ
)
（
略
）

(20)・
(21)

（
略
）

(20)・
(21)

（
略
）

22



（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び

第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
及
び
医
療
機
器
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
五
十
二
条
の
二
第
一

項
及
び
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
及
び
医
療
機
器
（
平
成
二

十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

す
る
法
律
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
の

大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
及
び
医
療
機
器

規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
及
び
医
療
機
器

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基

法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十
三
条

づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
及
び
医
療
機
器
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
及
び
医
療

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

機
器
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）


